
 

議案第２９号  

 

交野市職員分限懲戒審査委員会条例の制定について  

 

 交野市職員分限懲戒審査委員会条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和８年６月４日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 規則で定める内部委員のみで構成する交野市職員分限懲戒審査委員会に

ついて、より公正な組織とするため新たに附属機関として設置したいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市職員分限懲戒審査委員会条例案  

交野市職員分限懲戒審査委員会条例  

 

（設置）  

第１条 本市の一般職の職員（以下「職員」という。）の分限及び懲戒処分の公正を期す

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、

市長の附属機関として交野市職員分限懲戒審査委員会（以下「委員会」という。）を置

く。  

（所掌事務）  

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる事項について審査し、そ

の結果を報告するものとする。  

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第１項の規定による職員の意

に反する降任又は免職  

⑵ 地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分  

２ 委員会は、市長以外の任命権者の諮問に応じ、前項に規定する事項について審査し、

その結果を報告することができる。  

（組織）  

第３条 委員会は、委員７人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

⑴ 副市長、教育委員会教育長、総務部長及び総務部次長の職にある者  

⑵ 弁護士、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから市長が委嘱する

者  

３ 前項各号に掲げる者のほか、特に必要がある場合は、委員長が指名する職員を委員と

する。  

４ 委員（第２項第１号の委員を除く。以下この項において同じ。）の任期は、次の各号

に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める期間とし、再任されることを妨げない。

ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

⑴ 第２項第２号の委員 ２年  

⑵ 前項の委員 審査が終わるまでの間  



 

（委員長）  

第４条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。  

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の互選により定めた委員が

その職務を代理する。  

（会議）  

第５条 委員会の会議（以下この条及び次条において「会議」という。）は、委員長が招

集し、委員長がその議長となる。  

２ 委員会は、委員（第５項の規定により会議に出席することができない委員（第６項に

規定する会議以外の会議にあっては、当該委員及び第３条第２項第２号の委員）を除く。）

の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。  

４ 会議は、非公開とする。  

５ 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議に出席することができない。  

⑴ 委員が事案の当事者（審査の対象となる職員をいう。次号及び次条において同じ。）

又はその配偶者、４親等内の親族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。  

⑵ 委員が事案の当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、委員会の事務の遂行の公正を妨げるおそれがあるとき。 

６ 委員（第３条第２項第２号の委員に限る。）は、審査の複雑及び困難の度その他の事

情を総合的に考慮して委員長が必要と認める事案に係る会議に限り出席する。  

（意見の聴取等）  

第６条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事案の当事者又は関係者に会

議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。  

（守秘義務）  

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。  

（庶務）  



 

第８条 委員会の庶務は、総務部において処理する。  

（委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。  

 （交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

２ 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第１２号）の

一部を次のように改正する。  

別表中  

「  

同委員  〃  １０，０００円   

                                      」  

を  

「  

同委員  〃  １０，０００円  〃  

職員分限懲戒審査委員会委

員  

〃  ２０，０００円  〃  

                                      」  

に改める。  

（準備行為）  

３ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができる。  

 


